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此
法
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に
依
れ
ば
百
圓
以
上
千
圆
以
下
の
金
額
に
對
す
る
利
息
は
一
割
$
分
を
以
て
限
度
と 

す
る

I

揭
會
社
の
和
息
は
|
割
ニ
分
で
あ
る
か
ら
決
し
て
高
い
と
は
云
へ
ぬ
櫞
で
あ
る
が
之 

れ
を
麥
細
に
吟
味
す
れ
ば
頗
る
高
く
な
る
の
で
あ
る
、卽
ち
假

6

に
三
證
年
開
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U
Iる
i

し
て
、利 
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年
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割
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分
と

1
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ふ
が
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年
の
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つ
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初
め
て
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割
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ふ
の
で
な
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し

て
甸
用
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分
宛
：
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つy

行
く
の
'で
あ
る
か
ら
之
れ
に
對
す
る
利
息
を
見
積
れ
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毎
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の
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立
金
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其
會
社
へ
預
け
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由
に
使
用
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せ
る
の
で
あ
る
於
ら
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金
の

一

部
を
辨
濟
し
つ
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あ
る
譯
そ
あ
る
、卽
ち
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分
の
義
務
を
負
つ
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偾
務
を
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濟
し
つ
ぐ
あ
る
の
で
あ
る
然
る
に
之
れ
に
對
し
て
は
馑
於
に
七
分
六
厘
ニ
毛
の
利
遼
を
咎
る 

i

古
ば
®

務
者
は
大
な
る

掼
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を

蒙
つ
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届
る
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之
な
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手
數
料
五
分
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年
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割
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當
つ
れ
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七
厘
弱
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る
叉
公
正
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費
用
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當
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ら
之
れ
を
合
計
す
れ
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二
割
近
く
と
な
ぅ
造
か
に
法
律
の
®
敗
を
走 

保
！
貸
附
で
は
現
今
之
位
の
利
息
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已
む
を
得
ぬ
名
の
ら
し
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最
近
三
四
年
間
に
於
け
る
無
盡
會
社
の
發
生
は
實
に
盛
ん
な
る
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の
で
、小

3 

名
合
針
す
れ
ば
東
京
丈
け
で
千
と
云
ひ
芡
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千
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稱
へ
ら
れ
て
居
る
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し 
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な
る
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萬
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本
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擁
し
叉
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王
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會
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大
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な
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：
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金
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ら
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榮
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營
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^
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立
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植
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. 

•

.

付

1

ヶ
刀
金
拾

S

六
S

J

 

一i

j

s

に

0
诞
金
カ
.法
は
凡
て
六
ケ
.リ

.
'?)
.ガ
★
でへしを

 

一*?；； !

こ
卜

^

这
卜

s 

j 
ノ
 

i
 

す
{ 

rヶ
刀
金

l
il
五
十

錢
宛(

十
tr
s
银
に
金

4

?

れ
2

利
S

S

 

?

#

5

賦
返
濟
金

S

し
て

S

濟
の
昨
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澍
ょ
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,史
に
尔
丑
分
の
利
，
息
を
附
て
差
上
ま
す

 

v

黹
同

一

會
社
の
業
務
規
定
に
左
の
如
き
明
文
が

あ
る
。

ィ
芡
合

.
を
爲
さ

a

會
致
！

會
社

■所
淀
の
借
受
巾

.込
截
忆
記
名
調
印
し
て
差
出
す
：
； 

の
と
す

犯
相
當
资
格
§
名
土
名
以
上

.の
^
帶
保
證
人
を
要

f

0
名
#
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ょ
リ
贷
跗
承
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の

.通
知
を

.受
け

允

ム
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啗
負
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,

畏の證明澎

.
る
印
鑑
を
揲

.帶
し
_
て直邊來

社
の
上
典
手
繚
を
爲

K

可
I

r 

'

o

贷
附
佥
亿
對

I

て
は
調
迸
手
敷
料
と
し
て
贷
附
佥
高
の
幾

•
分を中受ること̂
るべし

:

此
方
法
は
强
ち
無
盡
と
は
言
へ
な

S

、卽
ち
前
の

.

日
本
勸
業
槺
式
會
社

0

方

.法

と

如

何

な

る

相 

違
於
あ
る
於
と
云
へ
疼
其
著
る
し
き

3

の
は
無
盡
會
社
の
方
で
は
一

.

定
の
金
額
を
積
立
て

^

 

る
者
に
對
し

V

貸
出
す
に
、金
融
會
社
の
方
は
貸
出
の
約
朿
を
し
て

'
 

か
ら
後

に
積
立
て
し
む
る

の
で
あ
る
、尤
名
無
靡
會
社
の
積
立
金
名
僅
か
に
貸
出
金
の
五
分
の
一
位

に
過
ぎ
な
い
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す
れ

•
 

-
 

* 

-

ば
殆
ん
ど
無

S

 

i
云
ふ
て
名
宜
し

.

S
、

斯
く
考
へ
れ
ば
雨
種
の
方
法
は
全
く
同

一

i

s
云
ふ
事 

於
.出
來
る
、尤
名
大

a

*
や
瞥
視
廳
で
は
此
方
法
を
以
て
銀
行
條
例
違
反
と
な
し
說
諭
を
加
へ 

fc
於
會
社
侧
で
は
之
れ
を
信
託
業
だ
と
主
張
し
て
届
る
そ
ぅ
で
あ
る
。

此
の
如
き
貸
付
方
法
は
檐
保
物
件
を
提
供
し
得

5'
'

る
人
々
に
對
し
て
は
大

1C
必
要
で
あ
る
财 

只
遺
慽
令
る
は
利
息
の
高

S

事
であ

る
、
®
ち

右
に
揭
げ
杧
る
所
に
依
れ
ぱ

1
1

割
と
あ
る
舣
之 

れ
は
毎
月
幾
分
宛
狒
込

±

ね
ば
な
ら

&
、叉
此
外
に
手
數
料
を
と
ら
れ
る
而
し
て
之
作
を
假

6

'1
 

V

に
耀
る
安
く
見
て

.
ニ
.分
と
す
る

$

半
箇
年
で
元
金
を
返
濟
す
れ
ば
四
分
..に
相
當
す

_

る
、傲
其
上 

U

公
正
證
書
作
製
の
費
用
が
.百
圓
に
付
き
一
圓
五
十

_

俾
を
要
す
る
、而
：し
，て
之
名
元
金
を
半
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箇
年
で
返
濟

.す
れ
ば
三
分
に
當
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、斯
く
計
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來

★

れ
ば
利
息
は
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分
高
い

«

の
と
な
る
、之 

は
牟

"利
0
話
で
あ
る
が
日
步

.の
高

S

事
？
驚
く
可
き
や
五
親
以
上
十
錢
と

.稱
し
て

@

る
、而
し 

て
^

盡
會

th
員
は
七
八
錢
か

-t
通
で
あ
る

i

云
ふ
か
ら
假

6

に
八
鐵

i

す
^

.d
r

乍
^

ニ
割
，し
 

分
に
當
る
、叉
之
れ
於
贷
す
塒
に
割
引

S

る
、
の
で
あ
ゐ
か
ら
實
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三
蓟
以
上
に
當
る
の
で
あ 

る
左

6
 

i
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叉
驚
く
に
堪
へ
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c

る
次
第
で
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な
い
か
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盡
の
方
法
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.
は
色
ヶ
あ
る

^

最
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通
に
行
妊
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、

S

の
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前
の
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滎
脬
金
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營
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一
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間
五
十
囘
に
漸
次
嵇
立
を
爲
す
の
で
す
今
假
忆
一
苗
妞
ロ
の
積
立
を
爲
す 

:

と
せ
ば
第

1

囘
ょ
リ
笫

.

三
囘
笾

U

每
刀

1

0

0

第
四
囘

S

.

ょ
リ
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ニ

十
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：

0

筛
に
規
忠
を
額
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校
立
を
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4

1

五
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-
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.
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.

で
す
之
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を
，合

算

し

ま

す

と

九

十

四

に

な
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$

す
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楚
に
金
十
四
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の
^

 

浪
を
附
け
て
金
マ
西
四
に
し
：て
御
波
を
致
し
ま
す

(

三
西
四
以
_上
の

積
立

金
は

最

初

策

六

囘

笾

は

锯 

; ]
1

囘
の

.

積
立
で
あ
リ
ま
す
か
ち
約

'

三
ヶ
年
で
終
了

1

ま
す

)

_

〇
.贷
附
方
法
前
記
の
；曾
总
中
资
金
融
通
の
侦
利
を
望
ま
る
：

人
の
爲
め
侦
泣
上
公
平
な
る
方
去
を

以
て
第

1

闾ょリ贷，
出
を
致

L

ま
す
典
贩
：序
は
第

1

囘
を
她
徽
と

L

第
二
囘
、

m

三
IB
J

は、入
礼

I

れ
 

L

第
四
®
を杣餞として

(

以下準之

〕

借
荧
人
を
忠

&

'
會
社
は
银
同
姐
：
貌
の
贷
出
を
致
し

$

すけれ
 

ど
8

借
受
を
爲

^

る
.
.
.

i

Kは
常
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i

內
に
相
常
资
漱
ぁ
る
ニ
洛
以
上
の
速
帶
保
說
人
を
要
し
ま
す
せ 

0
せ
ち
れ

td

力
や
御

^

の
入
州
が

M 

附
を
受
け
な
い
で
積
立
て
、砹かる
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に
は
何
名
で

A
 

終
同
に
な
れ
ば
所
迠
の
刹
子
を
附
し
て
拂
尻
す
る
の
で

^

リ
$す
か
ち
無
理
に
借
受
を
爲

t

R

»;
f 

及びません

o

特
別
利
息
入
札
の

b

落
札
求
の
切
猞
把
る
蒸
金
は
常
銭
に
て
賊
亿
偕
^
を爲したる會贷と处 

H

の
银
札
密
を
除
さ
其
他
の
會
具

1

同
に
一
鉍

s

yi

け
な
く
牯
別
利
息
と

1

て
酣
當
致
し
ま
す

*\ 

ち
木
會

m

は
规
忠
以
外
の
利

4

を
得
ち
れ

$

す
又
落
札
港

8

む已の切捨て饮る

.
差
金
は

^

な
似
 

ち
机
先
に
は
な

リ
ま
せ
ん
、他
の
人
の
落
礼

I

允
る
昉
は
其
兹
金
の
配
常
を
受

{

る
^
が
出
來
ま
す 

か
ち

U;
-

は

^

立
#

て
淠
た
名
の
が
後
に
沉
リ
入
リ
に
な
る
の
と
同
亂
の

§

の
で
す
け
れ
ど
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ま
す
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の
配
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〇
返
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方
法
杣
筱
乂
は
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を
以
て
借
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を

^
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た
る
會

A
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贷
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を
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け
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れ
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十
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P

锦

R

锦
同
各
规
足
の
返
金
を

.̂せ
ば
元
利
濟
し

前
に
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げ
杧
印
鑑
の
件
及
び
調
査
手
數
料
の
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は
此
の
貸

if
.方
法
に 

に
要
す
る
借
用
證
書
は
次
の
如
く
で
ぁ

'
る
。
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訟
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促
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續
池
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訟
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へ
キ
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云
ふ
話
？
あ
石
於
確
實
な
る
會
社
：で
は
最
低
限
を
設
け
夫
れ
以
下
は
無
效
と
し
て
居
る
、而
し 

て
離
出
金
が
偾
務
者

.
の
.負
檐
と
な
る
の

.
で
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社
に
侬

6

て
は
其
十
分
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位
乃
至
夫
れ
以
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會
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自
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の
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す
る
か
ら
債
務
者
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ら
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强
ち
立
#
金
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云
ふ
欉
な
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宜 
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?
の
で

S

な
い
#
此
上
に
利
息
を
取
ら
れ
る
に
至
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< 
は
偾
務
者
の
負
檐
は
甚
だ
重
い
と 

云
は
ね
ば
な
ら

&
、而
し
て

.無
盡
會
社
に
就
て
債
務
者
員
擔
の
大
凡
の

ij
,合
を
質
問
し
て
$
曖 

味
な
る
答
を
爲
す
所
を

.見
れ
ば
之
は
餘
程
高
い
名
の
と
ル
ゆ
る
。

t

'り
'

之
れ
を
以
て
觀
れ
ば
無
盡
な
る
名
の

-
は
現
今
極
め
.て
必
要
で
あ
る
於
只
利
息
の
高
い
の
於
遺 

慽
で
あ
る
、乍
然
無
盡
會
社
は
保
證
信
用
を
與
へ
る
の

.で
、特
に
得
態
の
知
れ
ぬ
東
京
人
を
相
手 

と
す
る
に
至
つ
て
は
之
，れ
に
伴
ふ
危
險

%

甚
だ
多

s

於
ら
之
名
亦
已
む
を
得
^
る
次
第
で
あ 

ら
ぅX

夫
れ
で
名
高
利
贷
ょ

A
ソ
は
餘

@

安
い
と
云
ふ

Q

は

，無

盡

金

を

借̂

o

て
高
利
貸
を
營
む 

救
、が
あ
る
と
-云
ふ
事
實
を
見
て
：名
分
か
る
。
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無
0

金
を
固
楚
資
本
と
し
<
使
用
し
て

«

到
底
引
き
合
は
ぬ
で
あ
ら
ぅ
が
、

^

卜
を
流
動
資
本 

と
し

v

使
用
す
れ
ば
有
益
な
る
場
合
が
多

s

に
相
違
な

S
、

聘
に
商

H

業
も
小
資
本
を
使
用
す 

れ
は
報
酬
漸
増
の
法
則

'
.に
侬

6

て
支
酤

S

る
、
か
ら
高
昶
の
金
.で
$

結
構
利
用
し
得
る
の
で

’
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無敗食社必
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九

ニ

無

響

社

、盤
論 

' 

H

八

あ
る
而

1

-C

强
V

耽
摩
を
安
く
し
ょ
う
と
思
ふ
な
ら
ば
同
業
組
合
の
保
證
の
如
き
制
度
を
設

け
、偾

務

者

の

信

用

を

確

實
fc

す
る
事
が
必
要
で
は
あ
る
ま

S

於
、そ
う
す
れ
ば
利
息
は
自
然
に 

下
落
せ
キ

u

る
を
得
な

S

の
^

あ
る
。

八

無
盡
を
個
人
起
業

i

し
て
行

へ
親
戚

朋
友
等
を

集
め

て
之
を
催
す
名
の
名
あ
る
财
、此
の
如
く 

し
把
の
で
は
資
本

於
少
な

S

 

&
ら
只
集
め

#
杧
る
金
額
を
貸
附
け
る
丈
け
で
到
底

充
分
に
講 

員
の
喪
求
に
應
岁
る
事
於
出
來
な

S
、

特
に
掛
金
の
挪
込
は
兎
角
後
れ
滕
で
あ
る
と
す
れ
ば
贷 

附
は
益

々
以
て
爾
雛
に
な
つ
て
來
る
、特
に
'叉
無
盡
金
を
借
員
於
辨
濟
を
怠
つ
杧
赌
に 

親
密
な
る
知
己
で
あ
れ
ば
嚴
重
な
る
催
促
の
出
來
な
い
場
合

3

往
々
あ
る
、

#

に
講
元

^

T
德 

義

な
る

A

間
で

講

金
を
誤
魔
化
す

於
如
き

ft
屢

々
聞
く

所
で

あ
る
、̂
に
講
元
は
大
資
本
を

有 

す
：
る
會
.社
と

な
し
、游
か
營
業
狀

.態
を
公
表

せ
し
め
て
之
れ

を

監
督
し
、且
つ
其
取
締
^
を
以
て 

ii
{
,
t
fT
'«
に
於
け
る
似
如

く

連
帶
無
限
の
資
任
を
有
す
る

S

の
i

し
、叉
退
任
後
と
«
?
激
年 

間
は
尙
其
義
務
を
有
す
る

S

の
と
せ
ば
多
少
改

ii
の
實
を
擧
げ
る
事
が
出
來
る
で
あ
ら
う

、
^
 

輩
は
オ
宰
に
し

y

現
'今
に
於

.て
は
爾
無
盡
會
社
の
必
喪
を
離
め
^
る
を
得
な
い
の
で
又
同
脬 

に
其
嚴
重

|な
.る
監
督
法

_の
規
定

5

れ
ん
事
を
切
望
す
る
？
の
で
あ
る
。

國

の

肉

閣

制

と

大

宰

相

の

地  

占 位

部

百

太

る と る な  

な す 先 る  
/ > る 例 ’ t t  

°-者 m 憲 
而 镇 例 法

し に ，默'の 

て 國 會 精  

是 會 等 髓  
等 の に す こ  

の 律 依 る  

特 令 つ 重  
性 の て 要  

中 み 運 «  

搖 に 用 る  
i 依 せ 國

英
.國
憲
法
の
特
性
種
々
あ
る
が
中
に
其
の
最
$
顯
箸 

家
の
機
關

.が
法
文
の
上
に
見
は

r
c
.れず
し
で
、不
文
な 

ら
る
ゝ
亊
是
れ
な

6

C
故
に
英
國
憲
法
を
研
究
せ

o 

賴
せ
む

6
、到
底
其

.の
1眞
相
を
捕
搵
す
る
こ
と
能
は
次
，

外
轉
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S
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E
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S

 

t

し

o

•る
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、雪
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S

Q
眞

I

宰
す
る
大

宰
相
の
派
位
に
如
く
名
の
あ
る
可
か
ら
^
。

然
6

、ft
閣
と
大
宰
相
と
は
、英國
憲
法
中
の
^
名
特
色
あ
る
點
な
宰
相
を
中

v
iL

と
す
る
？ 

間
W

®
ち
全
體
の
政
治
機
關

S

V

以

V

運

轉

す

る

樞

軸

な

，フ
。

然
る
に
、|

4

相
名
爾 

つ
な
が
ら
懑
法
の
上
に
は
何
等
の
明
文
な
し
。
內
関
を
以

V
、

法律上伺等の*力
を
せ 

ざ

る
人
々
の
會
合
な

.

.
i

と
做
す
は
固
よ
誤
れ

6

と
®

名
、法
律
上
よ
ろ
云
，へ
ば
宰
相
$
內
開

脅 
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